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Revised Travel & Visa Advisory for prevention and management of COVID-19

In suppression of all  previously issued Travel & Visa Advisories Government of India has
decided to implement the following, with effect from 1200 GMT (2100 JST) of 13th March 2020.

1. All existing visas issued to nationals of any country except those issued to Diplomats, Officials,
UN/International Organizations, Employment, Project visas,  stand suspended till 15th April
2020.  This will come into effect from 1200 GMT (2100 JST)  on 13th March 2020 at the port of
departure of any foreigner for onward journey to India.. 

2. Visas of all foreigners already in India remain valid. They may contact the nearest FRRO/FRO
through e-FRRO module for extension/conversion, etc. of their visa or for grant of any consular
service if they choose to do so.

3. Visa free travel facility granted to OCI card holders is kept in abeyance till April 15th 2020 .
This will come into effect from 1200 GMT (2100 JST) on 13th March 2020 at the port of departure
of any foreigner for onward journey to India.

4. Any foreign national who intends to travel to India for compelling reason may contact the nearest
Indian Mission for fresh visa. 

5. All incoming travellers, including Indian nationals, arriving from or having visited  China,
Italy, Iran, Republic of Korea, France, Spain and Germany after 15th February, 2020 shall be
quarantined for a minimum period of 14 days. This will come into effect from 1200 GMT / 2100
JST on 13th March 2020 at the port of departure of such travelers. 

6. International traffic through land borders will be restricted to Designated check posts with robust
screening facilities. These will be notified separately by M/o Home Affairs. 

7. In  addition  to  the  above  visa  restrictions  the  following  travel  advisory  is  hereby  issued  in
accordance with instructions of Ministry of Health & Family Welfare

i. Indian  nationals  presently  abroad  are  advised  to  avoid  non-essential  travel.  They  are
hereby informed that they can be quarantined for a minimum period of 14 days on their
arrival in India.

ii. All Indian nationals are strongly advised to avoid all non-essential travel abroad. On their
return they can be subjected to quarantine for a minimum period of 14 days.

****
12 March 2020

* GMT (Greenwich Mean Time) & **JST (Japan Standard Time)
Reference: Bureau of Immigration. Government of India link https://boi.gov.in/content/advisory-travel-
and-visa-restrictions-related-covid-19-dated-12th-march-2020

https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19-dated-12th-march-2020
https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19-dated-12th-march-2020


インド大使館大使館
東京
***

新型コロナウィルス感染症コロナウィルス感染症感染症(COVID-19)COVID-19))防止・管理に関する渡航及びビザ情報に関する渡航及びビザ情報関する渡航及びビザ情報する渡航及びビザ情報渡航及びビザ情報びビザ情報ビザ情報情報(COVID-19)改訂)
インド大使館政府はこの度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、はこの度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、渡航情報及びビザ情報びビザ情報ビザ情報発給に関する情報を全て停止し、に関する渡航及びビザ情報関する渡航及びビザ情報する渡航及びビザ情報情報を全て停止し、全て停止し、て停止し、停止し、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、2020

年3月13日12:00(COVID-19)GMT)()(COVID-19)日本時間21:00)より、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、下記措置を新たに適用いたします。を全て停止し、新た渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、に関する渡航及びビザ情報適用いたします。いた渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、します。
1. 申請者のの国籍に関わらず、これまでに発給した全てのインドビザをに関わらず、これまでに発給した全てのインドビザを関わらず、これまでに発給した全てのインドビザをわらず、これまでに関わらず、これまでに発給した全てのインドビザを発給した全てのインドビザをした全てのインドビザを全てのインドビザをてのインドビザをを 2020年3月13日
12:00GMT)((COVID-19)日本時間21:00)から、2020年4月15日まで一時的に無効とします。なお、に関わらず、これまでに発給した全てのインドビザを無効とします。なお、とします。なお、外交官、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、
国連や国際機関職員に発給されたビザ、また雇用ビザ・プロジェクトビザは対象外や国際機関職員に発給されたビザ、また雇用ビザ・プロジェクトビザは対象外国際機関する渡航及びビザ情報職員に発給されたビザ、また雇用ビザ・プロジェクトビザは対象外に関する渡航及びビザ情報発給に関する情報を全て停止し、された渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、ビザ情報、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、また渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、雇用いたします。ビザ情報・プロジェクトビザ情報は対象外とします。こ
の一時無効とします。なお、措置は、インドへ渡航しようとする全ての外国人が所在する空港・港において、は、インドへ渡航しようとする全ての外国人が所在する空港・港において、渡航しようとする全ての外国人が所在する空港・港において、しようとする全ての外国人が所在する空港・港において、全てのインドビザをての外国人が所在する空港・港において、が所在する空港・港において、所在する空港・港において、する全ての外国人が所在する空港・港において、空港・港に関わらず、これまでに発給した全てのインドビザをおいて、2020
年 3 月 13 日 12:00GMT)((日本時間 21:00)を迎えた時点で発効します。えた全てのインドビザを時点で発効します。で発効とします。なお、します。

2. 現時点でインドに入国済み・滞在中の全ての外国籍の方が所持するビザについては、引き続き有で発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、インド大使館に関する渡航及びビザ情報入国済み・滞在中の全ての外国籍の方が所持するビザについては、引き続き有み・滞在中の全ての外国籍の方が所持するビザについては、引き続き有の度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、全て停止し、て停止し、の度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、外国籍の方が所持するビザについては、引き続き有の度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、方が所持するビザについては、引き続き有が所持するビザについては、引き続き有所持するビザについては、引き続き有する渡航及びビザ情報ビザ情報に関する渡航及びビザ情報ついて停止し、は、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、引き続き有き続き有続き有き続き有有
効とします。とします。滞在する空港・港において、期間の延長やビザ種別の変更を希望される方、または領事サービスの利用を希やビザ種別の変更を希望される方、または領事サービスの利用を希ビザを種別の変更を希望される方、または領事サービスの利用を希の変更を希望される方、または領事サービスの利用を希を希望される方、または領事サービスの利用を希される全ての外国人が所在する空港・港において、方、また全てのインドビザをは領事サービスの利用を希サービスの利用を希の利用を希を希
望される方、または領事サービスの利用を希される全ての外国人が所在する空港・港において、方は、e-FRRO モジュールから最寄りのから最寄りのりの FRRO/FRO に関わらず、これまでに発給した全てのインドビザをご連絡ください。連絡ください。ください。

3. OCIカード所持者に認められているビザ免除措置については、所持者に認められているビザ免除措置については、に認められているビザ免除措置については、認められているビザ免除措置については、められているビザ免除措置については、ビザ免除措置については、免除措置については、に認められているビザ免除措置については、ついては、2020年 4月 15日まで一時的に停まで一時的に停一時的に停に認められているビザ免除措置については、停
止します。します。この停止措置は、インドへ渡航しようとする全ての停止措置は、インドへ渡航しようとする全てのは、インドへ渡航しようとする全てのインドへ渡航しようとする全てのへ渡航しようとする全ての渡航しようとする全てのしようとする全ての全てのての停止措置は、インドへ渡航しようとする全てのOCIカードへ渡航しようとする全ての所持者が所在する空港が所在する空港所在する空港する全ての空港
・港において、インドへ渡航しようとする全ての2020年 3月 13日 12:00GMT)((日本時間 21:00)を迎えた時点で発効します。迎えた時点で発効します。えた時点で発効します。時点で発効します。で発効します。発効します。します。

4. やビザ種別の変更を希望される方、または領事サービスの利用を希むを得ない事情でインドへの渡航を希望する外国人の方は、最寄りの在外インド公館にて新規ない事サービスの利用を希情でインドへの渡航を希望する外国人の方は、最寄りの在外インド公館にて新規でインドへ渡航しようとする全ての外国人が所在する空港・港において、の渡航しようとする全ての外国人が所在する空港・港において、を希望される方、または領事サービスの利用を希する全ての外国人が所在する空港・港において、外国人が所在する空港・港において、の方は、最寄りのりの在する空港・港において、外インド公館にて新規に関わらず、これまでに発給した全てのインドビザをて新規
ビザを申請を行ってください。ってください。

5. 13. 中国やビザ種別の変更を希望される方、または領事サービスの利用を希イタリア、イラン、韓国、フランスの利用を希、スの利用を希ペインそしてドイツからインドに入国しようからインドに関わらず、これまでに発給した全てのインドビザを入国しよう
とする全ての外国人が所在する空港・港において、すべての旅行ってください。者ののかた全てのインドビザを及びこれらの国をびこれらの国を 2020年 2月 15日以降に訪問した履歴のあるかたに関わらず、これまでに発給した全てのインドビザを訪問した履歴のあるかたした全てのインドビザを履歴のあるかたのある全ての外国人が所在する空港・港において、かた全てのインドビザを
に関わらず、これまでに発給した全てのインドビザをついて、インド入国後に最短に関わらず、これまでに発給した全てのインドビザを最短 14日間の隔離措置は、インドへ渡航しようとする全ての外国人が所在する空港・港において、を行ってください。います。この隔離措置は、インドへ渡航しようとする全ての外国人が所在する空港・港において、は、インドへ渡航しようとする全ての外国人が所在する空港・港において、渡航しようとする全ての外国人が所在する空港・港において、
しようとする全ての外国人が所在する空港・港において、全てのインドビザをての外国人が所在する空港・港において、が所在する空港・港において、所在する空港・港において、する全ての外国人が所在する空港・港において、空港・港に関わらず、これまでに発給した全てのインドビザをおいて 2020年 3月 13日 12:00(GMT)(GMT)()(GMT)(日本時
間 21:00)を迎えた時点で発効します。えた全てのインドビザを時点で発効します。で発効とします。なお、します。

6. 国境を超える国際交通については、出入国路を強力な検疫施設を備えた国境検問所のある経路にを超える国際交通については、出入国路を強力な検疫施設を備えた国境検問所のある経路にえる全ての外国人が所在する空港・港において、国際交通については、出入国路を強力な検疫施設を備えた国境検問所のある経路にに関わらず、これまでに発給した全てのインドビザをついては、出入国路を強力な検疫施設を備えた国境検問所のある経路にを強力な検疫施設を備えた国境検問所のある経路にな検疫施設を備えた国境検問所のある経路にを備えた国境検問所のある経路にえた全てのインドビザを国境を超える国際交通については、出入国路を強力な検疫施設を備えた国境検問所のある経路に検問した履歴のあるかた所のある全ての外国人が所在する空港・港において、経路を強力な検疫施設を備えた国境検問所のある経路にに関わらず、これまでに発給した全てのインドビザを
限定します。詳細は、インド政府内務省からの通達をご参照ください。します。詳細は、インド政府内務省からの通達をご参照ください。は、インド政府内務省からの通達をご参照ください。からの通については、出入国路を強力な検疫施設を備えた国境検問所のある経路に達をご参照ください。をご連絡ください。参照ください。ください。

7. ビザをに関わらず、これまでに発給した全てのインドビザをついての制限に関わらず、これまでに発給した全てのインドビザを加え、インド政府健康家族保健省の指示に基づき、下記の渡航注意情報がえ、インド政府健康家族保健省からの通達をご参照ください。の指示に基づき、下記の渡航注意情報がに関わらず、これまでに発給した全てのインドビザを基づき、下記の渡航注意情報がづき、下記の渡航注意情報がの渡航しようとする全ての外国人が所在する空港・港において、注意情でインドへの渡航を希望する外国人の方は、最寄りの在外インド公館にて新規報がが所在する空港・港において、
発表されています。されています。

i. 現在する空港・港において、、海外在する空港・港において、住のインド邦人については、不要不急の海外旅行は控えるよう勧告いたしまのインド邦人が所在する空港・港において、に関わらず、これまでに発給した全てのインドビザをついては、不要不急の海外旅行は控えるよう勧告いたしまの海外旅行ってください。は控えるよう勧告いたしまえる全ての外国人が所在する空港・港において、よう勧告いたしまいた全てのインドビザをしま
す。また全てのインドビザを、インド帰国時に関わらず、これまでに発給した全てのインドビザをは、14 日間の隔離措置は、インドへ渡航しようとする全ての外国人が所在する空港・港において、が所在する空港・港において、適用を希されますので、ご連絡ください。留意ください。

ii. 現在する空港・港において、、インド国内に関わらず、これまでに発給した全てのインドビザをいる全ての外国人が所在する空港・港において、インド人が所在する空港・港において、に関わらず、これまでに発給した全てのインドビザをついても不要不急の海外旅行は控えるよう勧告します不要不急の海外旅行は控えるよう勧告いたしまの海外旅行ってください。は控えるよう勧告いたしまえる全ての外国人が所在する空港・港において、よう勧告いたしまします。
なお、帰国時に関わらず、これまでに発給した全てのインドビザをは 14 日間の隔離措置は、インドへ渡航しようとする全ての外国人が所在する空港・港において、が所在する空港・港において、適用を希されます。

****
2020 年 3 月 12 日



* GMT(グリニッジ標準時)
出典: Bureau of Immigration. Government of India 
link https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19-dated-
12th-march-2020
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